
　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

【Ⅰ．男女平等参画を促進する学習と地域社会づくり】

男女共同参画出前講
座の開設

市民協働推
進課

A
うれしの男女ネットワークに委託している男女共同参画
事業の中で、市内の老人会２か所に出向き出前講座
（押しかけ講座）を実施した。

H26年7月5日…嬉野町湯野田老人会
H27年1月19日…塩田町中通老人会
男女共同参画を題材とした紙芝居を実
施し、参加者から「とても分かりやすい」
との感想があった。

押しかけ講座は、市民が集まっている
中に入っていって行うものであるため、
実施効果が高く、また紙芝居は分かり
やすくて好評である。今後も継続した
い。

男女共同参画フォー
ラムや講演会の開催

市民協働推
進課

A
うれしの男女ネットワークへの委託事業の中で「男の子
育て」の講演会や男女共同参画をテーマとした寸劇を
実施。

参加者約80人。
アンケート結果によると講演、寸劇、と
もにたいへん好評であった。

ポスターの掲示や戸別回覧、市報への
掲載などにより開催の周知を実施した
が、予定より参加者が少なかった。集
客方法を検討する必要がある。

ケーブルテレビを利用
した啓発事業

市民協働推
進課

B 未実施

メディアなどによる啓
発

市民協働推
進課

A
うれしの男女ネットワーク主催の講演会開催や、新成
人意識調査結果について市報に掲載した。

うれしの男女ネットワークの活動につい
て周知ができた。

行政嘱託員や公民館
長研修会の実施

総務課 C 未実施

行政嘱託員や公民館
長研修会の実施

文化･スポー
ツ振興課

C 未実施 公民館長への周知を図る。

男女共同参画啓発事
業

市民協働推
進課

Ａ
・男女共同参画事業の中で、うれしの男女ネットワーク
による新成人男女共同参画意識調査を行った。

・調査者数　101人

　　　　　①市民の意識改革のための啓発

具体的事業 事業の概要

男女共同参画における市民の理
解を深める学習の場として、出前
講座を開設する。

生活の身近なところから男女共同
参画について啓発を行い、男女
共同参画社会の効果的な形成促
進を図る。

市民に対し男女共同参画に関す
る認識を深め、定着させるための
フォーラムや講演会を開催してい
く。

男女共同参画について、テレビ画
面を通し、わかりやすく市民に説
明したり、対談式による会話など
から理解を求めていく。

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

担当課 平成26年度実施状況 事業の効果

　　１．性別による役割分担意識の是正　　１．性別による役割分担意識の是正

時期 課題・問題点

男女平等の視点での市報紙面を
作成するとともに、市報うれしの、
ホームページ等の広報媒体によ
り、男女共同参画に関する様々な
情報提供を行う。

行政嘱託員会議や公民館長研修
内容に男女共同参画の視点か
ら、地域における男女間の格差
問題などを盛り込み男女共同参
画への理解を求める。

行政嘱託員会議や公民館長研修
内容に男女共同参画の視点か
ら、地域における男女間の格差
問題などを盛り込み男女共同参
画への理解を求める。
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

男性の料理教室の開
催

健康づくり課 B

・食生活改善推進協議会主催「うれしのメンズクッキン
グ」
Ｈ26.9.24（嬉野保健センター）40名参加
Ｈ27.2.3（塩田保健センター）30名参加
・食生活改善推進協議会・峰川原老人クラブ主催「峰
川原おじいちゃんの料理教室」
H26.4.14～Ｈ27.3.16合計10回（峰公民館）延べ129名参
加

前年度好評だった「メンズクッキング」
を、今年度は塩田・嬉野両地区で各1回
開催。調理技術の向上はもちろん、健
康づくりへの意識向上や仲間づくりにも
繋がっており、リピーターも多い。また、
この参加をきっかけに他の料理教室へ
の男性の参加が増えている。
また、峰川原での取り組みは2年以上
継続され、他の地域への広がりも期待
される。

男性対象の料理教室はまだ少なく、女
性に交じっての参加には抵抗があるた
め、家事へ参加するきっかけ作りには
役立っているものの、やはり継続しての
開催が必要。その点、峰川原のような
取り組みは介護予防事業としてもその
効果は大きいと思われる。
一方、若い世代の参加が無いため、時
間帯を考慮した、単発の取組みも今後
検討が必要である。

地域子育て支援セン
ター事業

子育て支援課 C 未実施 － －

父親子育て講座
文化･スポー
ツ振興課

C 未実施
父親の子育てに関する講座等の実施
を検討。

男女共同参画講座の
開設

市民協働推
進課

B
大草野地域コミュニティにおいて、アバンセの出前講座
を利用した男女共同参画講座が開催された。

大草野地域コミュニティの会員約30人
が受講した。

各地区でそれぞれにあった形で講演会
を開催するなど啓発活動を行っていく
必要がある。

平成26年度実施状況平成26年度実施状況 事業の効果

事業の効果担当課

具体的事業 事業の概要

男女共同参画における地域リー
ダーを育成することを含めて、連
続して講座を開設する。

　　　　　②男性の家庭生活への参加促進

　　　　　①地域の女性リーダーの育成

男性の料理教室を開催すること
で、男性の家事への積極的参加
を促進し健康や食生活への関
心・理解を深める。

父親の子育てに対する関心と理
解を深め、家庭生活における関
わりを積極的に促す。

時期

時期

　　２．地域活動への女性の参画促進

具体的事業

担当課

事業の概要

父親と子どもがおもちゃづくり体
験の遊びを通して親子の交流を
深め、父親の子育てに関する意
識を高める。

課題・問題点

課題・問題点

平成26年度実施状況
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

市民協働推
進課

B

男女共同参画事業を委託している、うれしの男女ネット
ワークと嬉野市男女共同参画をすすめる市民の会に
ついて随時連絡を取り連携しながら活動することがで
きた。

随時連絡を取ることでそれぞれの団体
の活動をスムーズに行うことができた。

文化･スポー
ツ振興課

B 婦人会活動に対し補助金を交付し、支援を行った。

H25から塩田、嬉野の２婦人会への補
助を実施している。
助成活動である婦人会活動の向上が
図られた。

婦人会会員の減少がみられる。

農林課 B
藤津農業改良普及センターの専門部会で行われる先
進地視察研修等の研修会に参加し情報共有と意識の
向上をはかった。

研修会を通じ、情報の共有と意識の向
上が図られた。
また専門部会には７つの部会があり、
それぞれの部会の役職で女性が活躍
する機会ができている。

女性が多く所属する部会、少ない若しく
は皆無の部会等があり、男女共同参画
につながっていない点もある。

女性学習講座
文化･スポー
ツ振興課

A 未実施
婦人会以外の婦人の自主活動実態が
把握できない。

地域コミュニティづくり
市民協働推
進課

A

・五町田地区地域コミュニティにおいて、女性部会の活
動として歌の集いなどを実施した。
・大草野地区地域コミュニティでは、男女共同参画の講
座を開催し、意識啓発を行なった。

・女性が主体となった取り組みを実施す
ることで、活動の幅が広がった。
・今後男女共同参画を取り入れた活動
につなげるための意識付けができた。

他の地域コミュニティについても男女共
同参画を意識した活動を実施するよう
啓発していく必要がある。

女性消防団員の採用 総務課 A 平成26年度　新入団員募集 新入団員２名
　市職員２名の加入となったが、民間に
おいても団への加入促進を行う必要が
ある。

女性消防団員による
安全で災害に強い地
域づくり

総務課 A
毎月の火災予防広報
火災予防週間期間中の市街地広報パレードの実施

男性団員とともに女性団員が広報アナ
ウンスを行うことで男女共同参画の啓
発ができた。

課題・問題点時期 平成26年度実施状況 事業の効果

事業の効果

担当課

担当課 時期 平成26年度実施状況平成26年度実施状況

　　　　　③防災活動への女性の参画促進

新しい住民組織である｢地域コ
ミュニティづくりに積極的に女性の
参画を促進し、住民自らが住みよ
い地域づくりに努める。

具体的事業 事業の概要

　　　　　②女性のエンパワーメント促進

・地域防災活動に女性も積極的
に参加することで、男女共同参画
の啓発、促進を図る。
・女性消防団員による火災予防
広報などを実施し、火災予防活動
を重点的に実施する。

地域に密着したきめ細かい活動
による防災思想の啓発などを行
い、消防団活動の活性化を図る
ため、女性の参画を促進する。

具体的事業 事業の概要

課題・問題点

女性による地域づくり
団体への支援

女性団体の活動に対し、あらゆる
情報を提供すると共に、団体を支
援して行く。

・女性の意識や能力を高めるため
の学習機会を提供する。
・女性の体験学習やイベントの企
画など自主的活動への支援
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嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

家庭教育支援総合推
進事業

文化･スポー
ツ振興課

C 未実施
子育て支援課等による事業との連携
を図る。

男女共同参画につい
ての図書資料の提供

文化･スポー
ツ振興課

A 男女共同参画関係チラシ等を公民館に掲示した。
持ち帰り資料の掲示も行い、広く提供を
図った。

他の資料提供掲示もあり、閲覧等の実
態は不明である。

具体的事業 担当課 時期 平成26年度実施状況 事業の効果 課題・問題点

教職員の男女共同参
画研修

学校教育課 A
・市内全小中学校で行内研修の年間指導計画に位置
付け、資料やビデオ等を使って研修した。
・セクハラ防止相談体制の確認ができた。

・毎年定期的に実施することによって、
その意義が再認識され、よりよい職場
づくりへの啓発が進んでいる。

・研修に使用する新しいDVD等の資料
について、アバンセ等と連携して情報提
供を行う。

ふれあい道徳 学校教育課 A

・市内全小中学校で、ふれあい道徳が年間計画に位置
付けられ、授業参観日等で実施された。
・各学校において人権作文、人権標語等のいじめをなく
し相手を思いやる心を育成するための取組が実施され
た。

・いじめをゆるさない、といった気運の
高揚が図られている。
・互いの違いや立場に対する理解が進
み、人権意識の高揚が図られている。

・日常から人権については指導してきて
いるが、人を傷つけるような言動等が
皆無ではない。繰り返し相手を尊重す
る態度や思いやりの心育てる指導を継
続する。

性に関する指導の充
実

学校教育課 A

・市内小中学校の教育課程の中に性に関する指導が
位置付けられている。特に小学校3年生から中学校3年
生までは、保健の教科書や教材を用いて、養護教諭と
のTT授業も実施された。
・嬉野市副読本「生きる力」の教科書の中に性に関する
指導を取り上げ、中学３年生で学習している。

・発達段階に応じた性に関する指導に
よって、「命の大切さ」「男女が互いを尊
重する気持ち」「自分の体や性を大切に
する心」などの心情が育ってきている。
・性感染症、性犯罪等について自分を
守る視点から正しい知識を身に付ける
ことができた。

・性に関する指導については、家庭へ
の情報発信、啓発、共通理解等が重要
であり、家庭との連携を図った性に関す
る指導が課題である。
・出会い系サイト等の有害環境の整備
などが課題である。

中学生の意識調査の
実施

市民協働推
進課

A 市内の中学２年生270人に対し、意識調査を実施した。
アンケートへの回答を求めることで男女
共同参画について考えるきっかけを作
ることができた。

中学生に「男女共同参画」という言葉を
知ってもらうだけでも意味のある事業と
思われる。今後も継続して実施したい。

青少年弁論大会
文化･スポー
ツ振興課

A
市内小中学校児童、生徒の日頃思っている自由な意
見の発表の場を設けた。

児童生徒のしっかりとした意見発表に
より、青少年の健全育成を図れた。

発表テーマを特定することは難しい。

課題・問題点時期 事業の効果担当課

市内の全小中学校において、授
業参観等の際に保護者も交えて
道徳の授業を実施し、児童生徒
の人権意識などの高揚を図る。

発達段階に応じた性に関する指
導の教育を行い、男女の相互尊
重意識などの涵様を図る。

中学生の男女共同参画意識調査
を実施することで、啓発を含めそ
の結果を今後の計画に反映させ
る。

市内の小・中学校を対象に健全
育成の目的から開催しているが、
今後のテーマに｢男女平等｣や｢い
じめ｣等の項目を示し、人権を尊
重する教育の充実を図る。

事業の概要

市内の小中学校において、セク
シュアル・ハラスメント防止や、男
女共同参画意識の啓発などを目
的とした職場内研修を実施する。

事業の概要

　　　　　②学校における男女平等教育の促進

男女共同参画週間などにあわせ
て、男女共同参画関連図書・資料
を収集し、利用者への提供を図っ
ていく。

　　３．家庭・学校・社会における男女平等の促進

具体的事業

家庭での子育てにおいて、ジェン
ダーにとらわれない子育てを推進
する。（学童期子育て講座・思春
期子育て講座・母親育ち講座）

平成26年度実施状況

　　　　　①家庭や社会における男女平等教育の推進
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

文化･スポー
ツ振興課

A 英会話教室の実施
外国人講師との英語での会話の機会を
得ることで、英会話と共に文化の理解
を深められた。

教室への参加者を登録する必要があり
多くの人に対応することは難しい。

企画政策課 A 未実施

在住外国人への支援

文化･スポー
ツ振興課

企画政策課

C 未実施 体制ができていないため難しい。

文化･スポー
ツ振興課

A 未実施
活動団体での交流は見られるが、事業
として対応はできていない。

企画政策課 A
・韓国馬山大学観光日本語学科ホテル研修・嬉野市塩
田町日中友好の集い

女性団体に対する事業ではないが、女
性の積極的な参加が見られた。

女性に限った国際交流事業が不足して
いる。

事業の効果担当課 時期

時期

平成26年度実施状況

担当課

　　　　②国際交流・協力の推進

具体的事業 事業の概要 課題・問題点

事業の効果平成26年度実施状況事業の概要

外国人のための日本語学習機会
を提供する。

具体的事業 課題・問題点

国際理解のための学
習・交流機会の充実

外国の歴史や文化、生活習慣な
どへの理解を深め、女性を取り巻
く諸問題について学習する機会を
設ける。

国際交流・海外派遣
事業などへの参加促
進

地域の女性団体に対する女性海
外研修事業や国際交流事業への
参加を促進する。

　　４．国際理解と協調及び交流の推進

　　　　　①国際理解のための学習機会などの充実
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

男女雇用機会均等法
などの周知徹底

うれしの温泉
観光課

A
国、県等関係機関から周知依頼のあった男女雇用機
会均等法や労働基準法などの内容周知については実
施。

商工会において、役員会や各種部会等
で内容周知が行われ、事業主の理解
が深まった。

商工会会員以外の事業所等について、
内容周知・啓発活動が十分ではないと
考えられる。

再就職準備セミナー
等の周知・啓発

うれしの温泉
観光課

A
各種機関、団体等が実施する準備セミナーについて、
商工会等への周知及び及び市役所でのポスター等の
掲示による周知を実施。

市内事業主及び一般市民への周知を
図ることができた。

各種機関、団体等で実施するセミナー
等の周知依頼が市報の締め切りに間
に合わないので、広く一般市民への周
知が難しい。また独自セミナーの実施
が課題。

行政職員の異動希望
調査の実施

総務課 A 異動希望調査を実施した。
　本人の希望・能力等を踏まえて職員
配置を実施することができた。

希望通りに配置できない場合もある。

入札参加資格条件に
男女共同参画社会へ
の貢献度評価を導入

建設・
新幹線課

D 実施なし
国土交通省の様式を利用しているた
め、市独自の様式作成が困難である。

企業の能力開発セミ
ナー開催

うれしの温泉
観光課

B

関係各機関で実施された女性の能力向上にかかるセミ
ナーについて、商工会に情報提供を行なった。商工会
等と連携した企業で働く女性の能力セミナーについて
は未実施。

市内事業主に対するセミナー実施の周
知を図ることができた。

市内事業主への周知を図ることはでき
たが、従業員までの周知ができたかど
うかは不明。また独自セミナーの実施
については今後、関係機関、団体等と
協議の必要がある。

行政職員の能力開発
促進

総務課 A
　市主催や市町村振興協会、杵藤地区広域市町村圏
組合等が実施する研修会に参加した。

　男女を区別しない職員研修に参加す
ることにより職場能力のスキルアップが
図れた。

　業務の都合などで研修に参加できな
い職員がいる。
　管理職昇任に消極的な女性職員が多
い。

平成26年度実施状況

時期

時期 事業の効果

男女差のない職務配置を考慮
し、昇格などについては、異動希
望調査を実施し、本人の希望、能
力を踏まえ実施する。

佐賀県をはじめとする関係機関
や関係団体等の主催する、働き
たい女性のために再就職がしや
すい準備セミナーについて市民に
周知・啓発し、受講してもらうこと
により女性の社会進出を支援す
る。

　　　　　②女性の能力開発の促進

男女を区別しない積極的な職員
研修を実施し、管理職に対する意
識付けのための監督者研修など
を実施していく。

事業の概要具体的事業

具体的事業 事業の概要

　　1．男女平等の労働環境の整備

担当課 平成26年度実施状況

企業で働く女性の能力開発セミ
ナーを、商工会などと連携しなが
ら開催することで、女性の能力向
上を図る。

2年に１度行われる入札参加資格
審査について、男女共同参画社
会への貢献度の項目を掲げ、そ
の評価を市が発注する契約案件
の指名競争入札参加者を選定す
る際の判断材料の１つとする。

事業主に対して男女機会均等法
や労働基準法などの内容の周知
を図り、雇用差別をなくすための
資料提供や啓発を行っていく。

【Ⅱ．男女が家庭と職場において共に協力し能力を発揮できる環境づくり】

事業の効果

課題・問題点

課題・問題点

　　　　　①労働環境改善のための啓発推進

担当課
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

行政職員のセクシュア
ル・ハラスメントに対す
る防止対策の推進

総務課 A 相談窓口は設置していない。

企業へのセクシュア
ル・ハラスメント防止
の啓発促進

うれしの温泉
観光課

A
商工会へ事業主に対してのセクシュアル・ハラスメント
防止のための取り組みを働きかけ、役員会等でチラシ
の配布等を実施。

事業主のセクシュアル・ハラスメントに
対する認識が深まった。

市内事業主への周知を図ることはでき
たが、従業員までの周知ができたかど
うかは不明。

行政職員への育児・
介護休業の意識啓発

総務課 C 未実施。

企業への育児・介護
休業の意識啓発

うれしの温泉
観光課

D 未実施。

ファミリー・サポートセ
ンター事業

子育て支援課 B

・まかせて会員養成講座・・・1回
・まかせて会員交流会・・・・・6回
・両方会員交流会・・・・・・・・2回
・スキルアップ講習会・・・・・・2回
・会員数　まかせて会員45名、
　お願い会員169名　計214名
・利用回数　186回、時間　390時間、
　児童数　198人(延べ)

保育所を利用しない家庭において、一
時的に家庭での保育が困難になった場
合に、児童を一時的に預けられたり保
育所や学童クラブ等の開所時間を超え
た保育需要に応えることができ、安心し
て子育てができるようになった。また、
交流会等が充実し、まかせて会員、お
願い会員の増も図れた。

様々なニーズに応えられるような会員
の登録も必要になってくると思う。まか
せて会員養成講座の充実を図る必要
がある。また、利用料金が高いとの声
があり補助制度等の検討が必要。

事業の効果

担当課

　　　　　①仕事と家庭の両立に関する意識啓発

具体的事業

｢子育ての応援をして欲しい人｣と
｢子育ての応援をしたい人｣が会
員となり、地域の人々とのふれあ
いを通して育児の相互援助活動
を行う会員組織を設置する。

具体的事業

事業主に対し、セクシュアル・ハラ
スメント防止のための取り組みが
なされるよう働きかけ、情報提供
などの支援を行う。

　　　　　③セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

事業の概要

チラシ等を作成し、職員が育児・
介護休業などが取得しやすい職
場環境の整備を図る。

平成26年度実施状況

　　２．男女の職業生活と家庭生活の両立支援の促進

具体的事業 事業の概要 時期

事業の概要

　　　　　②仕事と家庭生活のサポート体制の充実

時期

時期

平成26年度実施状況

事業主に対し、雇用者の育児・介
護休業などの制度整備、及び取
得しやすい職場環境の整備につ
いて支援する。

平成26年度実施状況

事業の効果

事業の効果

課題・問題点

課題・問題点

課題・問題点

セクシュアル・ハラスメント等に対
する相談窓口を設置し、男女が働
き易い環境づくりをする。

担当課

担当課
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

多様な保育サービス
の提供

子育て支援課 B

休日保育事業以外（子育て短期支援事業のトワイライ
トステイ（休日預かり事業）で対応しているため）の事業
を実施
・放課後児童クラブ
・障がい児保育
・一時預り事業
・延長保育
・乳幼児健康支援一時預かり事業

就労等で児童を家庭でみれない保護者
の多様なニーズに対応できた。

一時預り事業については、市内在住者
で満1歳から利用できると制限している
ため、市内で働く市外在住者の利用が
できないという問題点があり、短期利用
者のニーズに応えるため、今後見直し
ていく必要がある。乳幼児健康支援一
時預かり事業については、病後児保育
のみ実施してきたが、利用者の減少に
より次年度から病児保育も実施するこ
とにした。

農業従事者への研
修、学習会などの情
報提供

農林課 D 未実施

藤津農業改良普及センターの事業の中
で研修会が行われているが、男女共同
参画に繋がる内容ではない。また、女
性の農業従事者が少ないという現状も
ある。

商工業・観光業従事
者への啓発及び研修
などの情報提供

うれしの温泉
観光課

C 未実施

経営グループの支援 農林課 A
武雄市で開催された「うまかもん市」に出店をしてもらう
など、販売促進を行った。また、商品の付加価値を高
める６次産業化についての意見交換会を実施した。

農産加工・販売グループの活動場所、
学習の場を提供することができた。

今後も農産加工・販売グループがより
活動しやすくなるよう同様の支援を続け
ていきたい。

家族経営協定の推進 農業委員会 B ・新規0件、協定の見直しによる者0件 ・Ｈ26年度は該当なし。

・協定締結により明確にされた内容どお
りでの今後の農業経営の実行が求めら
れる。また、世代交代による協定の見
直しが今後必要となる。

農業に従事している女性による農
産加工・販売グループを支援す
る。

具体的事業

具体的事業 事業の概要

　　　　　①自営業における男女共同参画の促進

担当課

担当課 時期具体的事業 事業の概要

仕事をしながら子育てをしている
親が安心して働けるよう、また、
子どもが安全に過ごせるように子
育てと仕事の両立を支援すると共
に、子どもを産み育てやすい環境
整備を図る。一時保育・放課後児
童クラブ・延長保育・休日保育・乳
幼児健康支援一時預かり事業・
障がい児保育

農業に従事する男女が、男女共
同参画社会への理解を深めるた
めの研修などの情報を提供する。

事業の概要

　　　　　③保育サービスの充実

時期 平成26年度実施状況担当課

平成26年度実施状況 事業の効果時期時期

平成26年度実施状況

家族経営協定の推進により、特
に女性の経済的な地位の向上や
労働条件の明確化を図る。

　　　　　②家族経営協定の推進

課題・問題点

課題・問題点

事業の効果

課題・問題点

事業の効果

商工業・観光業の従事者に対し
男女共同参画社会への理解を深
めるための啓発及び学習会、研
修会等の情報を提供する。

　　３．農業・観光・商工業における男女共同参画の促進
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

企業への女性雇用促
進

うれしの温泉
観光課

C 未実施

農業関係団体役員な
どへの女性の登用促
進

農林課 B
嬉野市農業再生協議会などには女性も委員として参加
していただいている。

農業経営者や農業関係団体、地区役
員の多くが男性であるが、徐々に女性
の登用が増えている。

農業経営者や集落営農、地区役員の
多くが男性であるというのが現状。これ
らに女性を登用する組織が増えるよう
働きかけを行っていく必要がある。

農業委員への女性参
画促進

農業委員会 B ・農業委員２６名中、女性委員２名

・農業者年金加入推進や後継者の結婚
支援活動、「佐賀県女性農業委員の
会」の活動など、女性農業委員として日
常生活に即した活動ができている。

・女性委員の増員が望まれるが、委員
の大多数が選挙区からの選出なので、
難しい面がある。

時期事業の概要

農業関連団体、組織などにおけ
る女性の登用促進を働きかける。

関係機関と連携し、男女共同参
画のための研修会などを開催し、
女性の参画促進を啓発する。

平成26年度実施状況 課題・問題点事業の効果

　　　　　③女性の職域拡大と積極的な登用促進の啓発

担当課

企業に対し女性の雇用促進を図
るための啓発及び学習会、研修
会等の情報提供等を行う。

具体的事業
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

市の各種審議会等の
女性委員の登用促進

市民協働推
進課

A

【平成27年4月調査】
各種委員会・審議会数　71
　うち女性のいる審議会　52
委員総数　890人
　うち女性委員数　267人
女性の割合30．０％（前年比　2％増）

【平成26年4月調査】
各種委員会・審議会数　68
　うち女性のいる審議会　52
委員総数　961人
　うち女性委員数　269人
女性の割合28．０％（前年比　１％増）

担当課具体的事業

女性のいない審議会を解消する
とともに、委員改選時に見直しの
徹底を図り、市の審議会などへの
女性の参画率を促進する。

　　４．政策方針決定過程への女性の参画促進

平成26年度実施状況

　　　　　①公的審議会等への女性委員の登用促進

事業の効果 課題・問題点事業の概要 時期

【うれしの温泉観光課】
指定管理者選定委員に外部有識者4名中女性1名を登
用。（外部有識者は関係団体の推薦による）
【学校教育課】
教育委員や嬉野市いじめ問題等発生防止支援委員会
等のメンバーに女性を積極的に登用している。
【企画政策課】
行財政調査委員10名のうち女性委員4名登用
【健康づくり課】
当課には、健康づくり推進協議会、食育推進会議、国
民健康保険運営協議会の3つの協議会があり、すべて
の協議会において女性委員を登用している。
【建設･新幹線課】
現存の審議会には女性の参画あり
【子育て支援課】
嬉野市次世代育成支援地域行動計画協議会委員　１
２名（うち女性委員２名）、嬉野市要保護児童対策地域
協議会委員　１３名（うち女性委員１名）、嬉野市子ど
も・子育て会議委員　１５名(うち女性委員６名)
【総務課】
固定資産評価審査委員会委員４名選任する中で１名
の女性を登用した。
【農業委員会】
女性委員２名が２名登用されている。
【農林課】
女性のいない審議会等は存在しているが、ほとんどの
審議会は女性も参加している。
【福祉課】
特になし
【文化･スポーツ振興課】
文化振興審議会（15名うち女性4名)
社会教育委員（9名うち女性3名）

【うれしの温泉観光課】
女性委員が参画することにより、さらに
広範で多方面からの検討を行うことが
でき、適正な判断実施をすることができ
た。
【学校教育課】
女性の視点からの細やかな意見等をい
ただき、活性化につながっている。
【健康づくり課】
女性の視点に立った様々な意見を取り
入れることができている。
【建設･新幹線課】
女性の視点からの意見があり、多様な
意見をもとにした審議ができている。
【子育て支援課】
前年度に設置した「嬉野市子ども・子育
て会議委員」では、任期が今年度まで
で改選が無かったことで、保護者代表
等の女性委員６名の参画を維持でき
た。（次世代の協議会は、計画期間の
終了に伴い今年度で廃止）
【総務課】
登用率２５％
【農業委員会】
女性の視点による様々な意見等が総
会でも反映されている。
【農林課】
女性の審議会等への参画率が増えて
きている。
【文化･スポーツ振興課】
女性の視点による意見の反映がみられ
る。

【うれしの温泉観光課】
今後、女性委員の登用数等検討する必
要がある。
【学校教育課】
更に参画率を上げていくことが課題で
ある。
【健康づくり課】
今後も女性委員の参画を継続し、女性
の視点を取り入れていく。
【建設･新幹線課】
女性の参画率はまだまだ低いため、参
画率の向上が課題である。
【子育て支援課】
次世代及び要保護の委員は、条例の
規定で関係機関の代表者になっている
ことから、ほぼ男性が委員となってお
り、女性の参画率が低い。
【農業委員会】
今後も女性委員の必要性を認識されて
いくことが必要である。
【農林課】
女性が参加している審議会は増えてき
ているが、女性の比率は少ないのが現
状である。各審議会の構成員が代わる
際に女性の参画率が増えるよう努力し
たい。

市の各種審議会等の
女性委員の登用促進

女性のいない審議会を解消する
とともに、委員改選時に見直しの
徹底を図り、市の審議会などへの
女性の参画率を促進する。

関係各課 A
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

委員の公募制の導入
市民協働推

進課
A

【市民協働推進課】
嬉野市男女共同参画を推進する条例第21条第2項に
おいて、公募委員について定め、また同条第3項で「委
員の構成は男女いずれか一方の委員の数が委員の総
数の10分の4未満であってはならない」と定めて女性の
登用に努めている。
【うれしの温泉観光課】
未実施
【学校教育課】
平成２６年度の実績なし
【健康づくり課】
未実施
【建設･新幹線課】
公募による新たな審議会等の設置はなし
【子育て支援課】
子育て支援課　母子・児童Ｇ委員要件等により、民生
児童委員、社会福祉関係者の中から選出することが多
く、現状では公募制は検討していない。
【農林課】
公募制による人材確保は実施していない。
【福祉課】
委員要件等により、民生児童委員、社会福祉関係者の
中から選出することが多く、現状では公募制は検討し
ていない。
【文化･スポーツ振興課】
文化振興審議会は公募制を導入している。

【市民協働推進課】
男女共同参画審議会委員 男性6人
(40%)、女性9人(60%)

【建設･新幹線課】
・女性が活動する団体の数が少ない。
・選出母体となる団体の長としての女性
の登用が少ない。
【農林課】
公募制による人材確保ができないか検
討したい。
【文化･スポーツ振興課】
15名中2名を公募としている。他は各団
体等の代表。

女性人材情報の収
集・提供とネットワーク
化の促進

市民協働推
進課

C
アバンセが実施している女性人材リストの周知を行っ
た。

公募制により、目的意識の高い
人材を確保し、市の審議会などへ
の女性の参加率を拡充するため
に、積極的に女性の登用を促進
する。

平成26年度実施状況時期担当課

個人情報の保護に配慮しながら、
女性の人材や女性団体の情報収
集・提供を行い、人材育成や活用
に努め、ネットワーク化を図る。

事業の効果事業の効果事業の概要

　　　　　②女性人材情報の収集・提供とネットワーク化

具体的事業 課題・問題点
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

思春期保健福祉体験
学習事業

学校教育課 C
・近くの保育園等に出向くなどして乳幼児との触れあい
体験学習を実施している。

・親になる前の準備教育の一環として
異議深いものであり、命を愛おしみ大
切に思う気持ちの醸成にもつながって
いる。

・アクシデントによる怪我等が起きない
よう十分な事前指導を行う必要がある。

思春期保健福祉体験
学習事業

健康づくり課 C

塩田中学校３年生を対象に、保健センターで実施して
いる赤ちゃん相談・幼児健診の場で、ふれあい体験学
習を実施。アンケートは実施していないが、生徒の感想
文をいただいた。

生命の尊厳や性に関する正しい知識と
理解を深めることはできたと思われる。

1クラス30～35人の生徒が一度に来る
ので、赤ちゃん1人に対して複数の生徒
が寄るため、余裕を持たせたいが、授
業の都合上、調整が課題である。

リプロダクティブ・ヘル
ス/ライツの啓蒙

市民協働推
進課

文化･スポー
ツ振興課

健康づくり課

C 未実施

【市民協働推進課】
関係課と連携して取り組む必要があ
る。
【文化･スポーツ振興課】
対応できる人材がいない
【健康づくり課】
リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え
方を伝えるための人材の育成が必要か
と思われる。

　　　　※　「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」は、「性と生殖に関する健康と権利」と訳し、女性が自らの身体について、自己決定を行い健康を享受
する権利のことです。

中学３年生男女を対象に乳児と
触れ合う機会を設け、生命の尊
厳や性に関する正しい知識と理
解を深め、リプロダクティブ・ヘル
ス/ライツの認識を高める学習を
行い、アンケートを実施する。

具体的事業 平成26年度実施状況

　　１．生涯を通じての健康支援
　　　　　①リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意
識の啓発と健康支援

事業の概要

【Ⅲ．DVを予防し、男女双方の人権尊重に積極的に対応した健康・福祉政策
による家庭と地域社会づくり】

時期担当課 事業の効果事業の効果 課題・問題点

中学３年生男女を対象に乳児と
触れ合う機会を設け、生命の尊
厳や性に関する正しい知識と理
解を深め、リプロダクティブ・ヘル
ス/ライツの認識を高める学習を
行い、アンケートを実施する。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツの
考え方を浸透させるために、研修
会や広報紙を通して啓発してい
く。
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

健康づくり健診 健康づくり課 A
日曜と平日の2日間実施し、受診者数は178人であっ
た。また今年度から胃がんとの関連があるとされている
ピロリ菌抗体検査を導入した。

昨年度より受診者は増加。
健診の結果は異常なしが69人（全体の
38.8％）、要指導者が49人（全体の27．
5％）、要精密者が56人（全体の
31.5％）、治療中者が4名（全体の
2.2％）であった。
要精密者の56名には個別に保健指導
と精密検査の受診勧奨を行った。個別
に保健指導を行うことで、生活習慣改
善の動機づけとなっている。またピロリ
菌抗体検査で陽性と判明した者は24人
であり、精査の受診勧奨を行い、早期
の胃がん予防につなげていく。

健診日のうち1日を日曜に変更したこと
やピロリ菌抗体検査の導入により受診
者増となった。次年度は2日ともに日曜
日に実施し、より受診しやすい環境づく
りに努める。また、ピロリ菌抗体検査を
胃がんﾘｽｸ検診（ABC検診）へ変更し、
より検診精度を高めていく。

総合がん検診 健康づくり課 A

6種類のがん検診を6月から11月までに20日実施し、う
ち日曜検診を4日行った。また子宮がん検診の個別検
診を開始した。
各種別の受診者数は以下の通りである。
胃がん　　 1,204人
乳がん　　  1,056人
肺がん　　 2,201人
子宮がん　 1223人
大腸がん　2,402人
前立腺がん 1,096人

要精密者のうち、がん・がん疑いと診断
された者（H27.6.17現在）
胃がん　  　1人
乳がん　　　9人
肺がん　  　3人
子宮がん　　1人
大腸がん 　 2人
前立腺がん  3人
早期の段階でがんの発見につながって
いる。

・受診者が年々減少しており、特に若い
世代の受診者が少ない。検診の周知や
受診しやすい環境づくりに努める必要
がある。
・自主的に医療機関で受診されている
方や職場健診の受診者数が把握でき
ないため、受診者数に反映できていな
い。
・精密検査により、がんの発見される
ケースが増えているが、精密検査を受
診していない者もあり、受診勧奨が必
要である。

性感染症予防の啓
発・啓蒙

健康づくり課 A
塩田中学３年生を対象に、保健センターで実施してい
る赤ちゃん相談・幼児健診の場で、ふれあい体験学習
を実施し、性の大切さ等を理解してもらっている。

生命の尊厳や性に関する正しい知識と
理解を深めることはできたと思われる。

学校教育との関連のもと、教室や相談
の場を開設することは、学校の行事等
の兼ね合いもあり難しい。

性感染症予防の啓
発・啓蒙

学校教育課 A

・各中学校において、「中学校性教育外部講師招へい
事業」に取り組み、性感染症予防はもとより、自分の体
や性を大切にすることに関する指導を行っている。
・嬉野市副読本「生きる力」の教科書の中に性教育に
関する内容を取り上げ、中学３年生で学習している。

・性感染症等に関する正しい知識や、
性に関する適切な判断や行動の選択
が必要となることへの理解が進み、異
性を尊重する態度等の育成が図られて
いる。

・出会い系サイト等の有害環境の整備
や、スマートフォンなどの使用に関する
保護者のさらなる協力を得るための方
策が課題である。

親子ふれあい食育教
室の開催

健康づくり課 A

児童と保護者を対象に、楠風館において年間4回開催
し、食育講話や親子でふれあいながら体験する調理実
習を行った。毎回学校を通してチラシでの広報を行い
募集した。
定員30名に対し、4回で延べ92名（77％）の参加があっ
た。

児童が保護者や新しくできた友達とふ
れあいながら話を聞いたり、調理実習と
いう体験を通して食育について学ぶこと
ができる。参加者同士が協力しながら
料理作りをすることで、思いやりや一体
感が生まれている。
家庭でも親子で料理をする機会が増え
た。子どもが料理に興味持つようになっ
た。野菜をよく食べるようになった。など
の声が聞かれた。

昨年度に引き続き、申込者は平均
112％あるものの、欠席率が高かった。
来年度は定員の2割以上受付人数を増
やすし、参加率を上げるよう努力する。

　　　　　②男女の健康づくりの推進

具体的事業

男女双方の人権を尊重し、安全
な性の啓発・啓蒙を行う。また、若
い世代に対しては、学校教育との
関連のもと、教室や相談の場を開
設する。

食事づくりを通して男女が生涯に
わたって健康で充実した生活を送
るための基礎をつくり、豊かな人
間性を育むことを目的とする。小
学児童と保護者が一緒に教室に
参加しながら｢食べ物の正しい知
識・料理をつくる楽しさ｣を体験し
てもらうことにより心身の健康づく
りを図る。

男女の生活習慣病の早期発見・
予防を目的として、１８歳から３９
歳を対象に健診を実施する。

男女の生涯にわたる健康を維持
するため、がんの早期発見・早期
治療を目的として検診を実施す
る。また、がん予防意識を高めて
いく。

事業の概要 平成26年度実施状況担当課 時期 事業の効果 課題・問題点

男女双方の人権を尊重し、安全
な性の啓発・啓蒙を行う。また、若
い世代に対しては、学校教育との
関連のもと、教室や相談の場を開
設する。
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

栄養教室の開催及び
食生活改善地区組織
活動の育成

健康づくり課 A

栄養教室は、嬉野保健センターで年間7回開催。述べ
231人参加（参加率66.2％）。教室の内容は栄養士・保
健師・歯科衛生士等による健康講話や調理実習、健康
チェックなど行い、食生活改善推進員の養成を行った。
20時間以上受講した修了者の割合は58％だった。
また、食生活改善推進協議会活動の主なものは、食生
活改善普及講習会（38回 604人）、愛の一皿運動（820
回）、対話や訪問（23,699回 50,300人）、集会による普
及活動（8,016回 22,376人）で、市内全域を会員が分担
しながら行った。

食と健康の基礎を学びながら実践へと
繋げる栄養教室を開催している。平成
26年度の嬉野市食生活改善推進協議
会会員（食生活改善推進員）は256名で
養成率は71.7％である。（県の養成率
は34.0％・地区は50.9％）
栄養教室終了後は、食生活改善推進
協議会に入会し、地域での食のボラン
ティア活動を行っており、それが市民の
食を通した健康づくりへの実践へとつな
がっている。

就業女性の増加や社会環境の変化に
より、栄養教室への参加数が減少傾向
にある。
このような背景を考慮し、昨年度から定
員30人×2会場＝60人を定員40人×1
会場＝40人対象に開催。会場を嬉野地
区のみとしたため、塩田地区からの参
加者が減少した。結局今年度は40人の
定員も満たすことができなかったことか
ら、27年度は場所と時間を変えて2教室
開催することとした。

はつらつ料理教室の
開催

健康づくり課 A
はつらつ料理教室は、65歳以上の市民を対象に、塩
田・嬉野保健センターの2カ所で各4回開催。8回で延べ
173名が参加。健康に関する講話と調理実習を行った。

参加者は、毎回教室に参加することを
楽しみにされており、仲間と協力しなが
ら料理を作り、おしゃべりをしながらの
食事は、心身の健康づくりに繋がって
いる。
また、高齢期の栄養に関する学習と、
旬の食材を使った料理の他、簡単で1
人分でも美味しく作れる料理、保存のき
く食材を用いた料理など、高齢者の栄
養改善に繋がっている。

ロコモティブシンドロームや認知症を予
防し、自立した高齢期を過ごすために、
このような場を提供する意義は大きいと
思われる。介護予防事業という観点か
らも開催回数が少ないと思われる。

介護予防事業 福祉課 A

二次予防事業対象者に運動機能向上、口腔機能向
上、認知症予防の各事業を実施。また、一次予防事業
として脳いきいき健康教室、3B体操、複合型健康教
室、温泉を活用した介護予防健康教室、栄養改善教室
などを実施した。

男女の高齢者が住み慣れた地域で、い
つまでも元気に仲良く暮らし続けること
ができるような意識の啓発ができた。

男女の高齢者がともに健康で過
ごせるように、介護予防意識を啓
蒙し、また介護予防プランを作成
して支援策を実施する。

高齢者の生活機能の充実を図
り、調理実習や健康講話を行うこ
とにより、栄養バランスのとれた
食生活の実践へと繋げるために
教室を開催。
低栄養の改善により転倒・骨折な
どを防止し、また参加者との交流
により、閉じこもりの防止や、高齢
者が健康で明るく自立した生活が
送れるようにする。

食生活改善の実践活動を行う食
生活改善推進員を養成するため
に栄養教室を開催する。
・食のボランティア組織である食
生活改善推進協議会の育成を図
ることにより、協議会が実施して
いる親子の料理教室や食生活改
善普及講習会、愛の一皿運動な
どの地区組織活動を市民の健康
づくりに繋げる
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

総合型地域スポーツ
クラブ育成事業

文化･スポー
ツ振興課

A
うれしのほほんスポーツクラブにおいてエクササイズ、
ヨーガ、ミニテニス等を実施。誰でも参加できるスポー
ツクラブの実施。

誰もが気軽にスポーツに親しむ機会を
提供し、健康づくりの向上を図った。

参加者の増加が課題である。

各種スポーツ教室の
開設・スポーツ大会の
開催

文化･スポー
ツ振興課

A
各地域でのミニバレーボール大会の開催、スポレクう
れしの、市民ゲートボール大会等各種スポーツ大会を
開催した。

市民の融和と体力づくりの環境の向上
を図ることができた。

ニュースポーツでの大会など新規のス
ポーツ振興が課題である。

生涯スポーツの振興
文化･スポー
ツ振興課

A
市民体力測定を実施し、体力診断をとおした健康づくり
の振興を図るとともにスポーツに親しむ環境づくりを
行った。

各市民の体力年齢を知る機会を設け、
また体育施設の補修を行い、スポーツ
環境の向上を図った。

体育施設の老朽化が課題である。

ドメスティック・バイオ
レンス（DV)被害者支
援基本計画の運用

市民協働推
進課

B 年間を通して計画に沿った取り組みを実施している。
女性総合相談総数160件、うちDV相談
88件

家庭相談員による相
談事業

子育て支援課 B
要保護児童対策地域協議会、実務者会議、個別ケー
ス会議等を開催し、早期発見・早期対応による適切な
保護、また、関係機関との連携を図った。

要保護児童へのきめ細やかな対応が
できた。

関係機関と連携し互いに情報を共有し
ていても、家庭の複雑な事情等により
介入できず、見守って状況を観察する
ケースもある。

ドメスティック・バイオ
レンス（DV)に関する
啓発

市民協働推
進課

A

・市役所のトイレに相談窓口を示したカードを設置して
いる。
・嬉野市女性子ども家庭支援センターでポスターを作
成掲示

　　２．男女の人権を尊重する環境づくり
　　　　　①ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者救援
体制の整備

いじめ、子どもへの虐待、家庭内
における暴力など家庭児童福祉
に関する相談に応じ、適切な助言
と指導を行い、子どもと家庭の福
祉を図る。

事業の概要

市民の誰もが生涯を通じて年齢
や体力、目的に応じてスポーツに
親しむことができる環境づくりを推
進する。

　　　　　③健康づくりのためのスポーツ活動の促進

男女の健康保持・増進や体力の
向上、心身の育成を図るために
気軽にスポーツ、レクリェーション
に参加し楽しめる環境づくりに努
める。

市関係の公共施設や市内の企業
（大型店舗）に、DVに関する相談
窓口を示した情報チラシをおき潜
在的な被害者へ啓発する。

DV被害者支援の市の具体的施
策である「DV被害者支援基本計
画」に沿って取り組む。

地域において男女を問わず子ど
もから高齢者まで、スポーツに親
しむことのできる地域スポーツク
ラブの育成を行い、地域社会の
活性化を図る。

平成26年度実施状況

担当課 時期 平成26年度実施状況 事業の効果事業の効果

事業の効果具体的事業 事業の概要 担当課 時期

具体的事業 課題・問題点

課題・問題点
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

ふれあいのまちづくり
事業

健康づくり課 A

こころの相談として精神科医が塩田保健センターで年
12回実施し、39件の相談に応じた（社会福祉協議会主
催）。内容はうつや不登校、就労について等。また保健
師による心の健康相談は1件受けた。

家庭でどう対応したらいいか困った時
に精神科医の相談を受け、家庭内での
接し方を学んだり、通院につながった
ケースもある。

問題を抱えているが、相談できない
ケースがあると想定される。問題が深
刻化する前に相談してもらえるように、
さらに市民への周知を効果的に行う必
要がある。

スクールカウンセラー
及びスクールアドバイ
ザー等による教育相
談の実施

学校教育課 A

・スクールカウンセラーはもとより、心の相談員、教育相
談員、適応指導教室指導員、特別支援教育支援員を
配置して、不登校を含めた配慮が必要な児童生徒へ
の支援を行った。

・不登校の出現率は、小学校0.1％、中
学校2％であり、成果として現れてい
る。

・スクールカウンセラー、教育相談員に
ついては、毎年各学校から数回、時間
数を増やしてほしいという要望が出され
ている。予算の増額とともに、関係機関
との連携強化が課題である。

愛の一声運動推進活
動

福祉課 A

延訪問対象者数113人、担当地区民生員により推薦さ
れた福祉連絡員が訪問し１日１声をかけ、安否を確認
する。
　　事業費　　　　　　582,000円

見守りが必要な一人暮らし高齢者宅に
担当福祉連絡員が訪問し、安否確認や
話相手となり、孤独感の解消や日常生
活の安全確保が図れた。

連絡員のなり手を民生委員に見つけて
いただいているが、なかなか受けてくれ
る人がいない。

ユニバーサル・デザイ
ン導入によるまちづく
り

市民協働推
進課

A

佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターによる事業
・市内新規店舗や施設のＵＤ・ＢＦ調査　40件
・旅行者への情報提供　504件
・車椅子や入浴補助器具の貸し出し　366件
・入浴介助　28件
・UDピクト販売　21枚
・UD浴衣販売　2着
・啓発イベント（湯らっくすコンサート、ニューミックステニ
ス）や講座、研修会の開催

佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター
は、UD客室整備の支援や入浴介助
サービス事業の実施などハード・ソフト
両面でのバリアフリー化を進めてきたこ
とが評価され、「第8回国土交通省バリ
アフリー化推進功労者大臣表彰」を受
けた。

生活管理指導員派遣
事業

福祉課 A

嬉野市社会福祉協議会、嬉野町社会事業助成会委託
事業
事業費　　　　　　　　　1,276,800円
事業利用者　延人数　　　　167名

社会に適応が困難な高齢者や基本的
に生活習慣が欠如した一人暮らし高齢
者を対象に生活管理指導員（上級ヘル
パー）を派遣し、日常生活に対する指導
や援助を行い在宅での生活の支援が
図れた。

市民や市を訪ねる人が年齢や性
別、障がいの有無に関わらず、利
用し易い空間を作ったり、サービ
スを行う仕組みづくりを行う。

社会に適応が困難な高齢者や基
本的生活習慣が欠如した高齢者
を対象に、生活管理指導員を派
遣し、日常生活に対する指導や
援助を行って在宅生活の支援を
図る。

時期

　　　　　②心の相談事業の充実

平成26年度実施状況

平成26年度実施状況

事業の効果事業の効果

事業の効果時期

担当課

具体的事業

　　　　　②高齢者の自立と社会参加への支援（高齢者の在宅支援
サービス）

具体的事業

具体的事業

事業の概要

事業の概要

担当課

心の健康に関する相談事業の充
実を図り、市民に等しくその機会
を提供する。

　　　　　①市民と連携した地域福祉の充実

スクールカウンセラーやアドバイ
ザーを学校に派遣し、児童・生徒
のいじめ問題や、家庭における悩
み相談などを受け付け、子どもた
ちの心のケアを図る。

見守りが必要な住宅の一人暮ら
し高齢者を地域住民が福祉連絡
員として定期的に訪問すること
で、高齢者の孤独感の解消や日
常生活の安全確保を図る。

事業の概要 担当課 時期 平成26年度実施状況

課題・問題点

課題・問題点事業の効果

課題・問題点

　　３．高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境の整備
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

生活管理指導短期宿
泊事業

福祉課 A

社会福祉法人済昭園に業務委託して実施。DVの避難
など緊急的に入所対応できる。
実支出　38,400円
　　　　人数　　　1人

　高齢者の生活習慣を指導して体調調
整を行い、在宅生活を支援できた。

生きがい活動支援事
業

福祉課 A
事業費　　14,399,424円
嬉野地区：嬉野町社会事業助成会委託事業
塩田地区：嬉野市社会福祉協議会委託事業

介護に陥ることのないように独居高齢
者及び昼間一人暮らし高齢者及び高齢
者のみの人が、楽しみに通所され元気
を取り戻された。

老人福祉センター運
営事業

福祉課 A
事業費　11,064,269円
嬉野市社会福祉協議会委託事業

地域の高齢者が教養の向上、レクリ
エーションなど利用を図り、高齢者の在
宅生活を支援できた。

現在個人の源泉から温泉を引いている
が今後市の湯けむり広場から引くことも
計画中

食の自立支援事業 福祉課 A
事業費　　　　　　　　 　13,860,000円
事業実利用者数　 　　　　　　   93人
配食数　延べ　　　　　　　　10,130食

調理をする事が困難な一人暮らし及び
高齢者世帯に対し、栄養バランスの取
れた食事を定期的に手渡しで届けると
同時に、安否確認を行い高齢者の在宅
生活支援ができた。

実利用数及び配食数の微増。

具体的事業 担当課 時期 平成26年度実施状況 事業の効果

緊急通報システム事
業

福祉課 A

事業費　　　　　　　　 　　4,103,325円
設置台数　　　　　　　　　　　　 162台
訪問件数　　　　　　　　　　　 1817件
通報件数　　　　　　　　　　　　　　5件

傷病や事故等緊急対応、訪問等による
状況確認、連絡相談など、ひとり暮らし
を余儀なくされている高齢者に日常生
活への安心感を与えている。

センサー等の修理対応に期限があり、
最新機器以外はすでに修理不可。

一時的に養護老人ホームに宿泊
を行い、生活習慣を指導して体調
調整を行い、高齢者の在宅生活
を支援する。

家に閉じこもりがちな高齢者の健
康増進、各種相談、教養の向上、
レクリエーション等の生きがいデ
イサービスを実施し、介護予防及
び在宅生活を支援する。

地域の高齢者が健康増進、各種
相談、教養の向上、レクリエーショ
ンなどに利用を図り、高齢者の在
宅生活を支援する。

事業の概要

在宅の一人暮らし高齢者が、安
心・安全に地域の中で生活を行う
ために、既存の電話機に緊急通
報装置を貸与し、急病、災害など
の緊急事態に対応する体制を図
る。

　　　　　③高齢者が安全・安心に暮らせる環境の整備

自宅で調理をすることが困難な一
人暮らし高齢者に栄養バランスの
取れた食事を定期的に配食し、
同時に安否確認を行い、高齢者
の在宅生活を支援する。
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

重度心身障がい者医
療費等助成事業

福祉課 A
年間助成額　80,492,428円
助成総人数　5,332人
助成延総件数　16,772件

障がい者の保健の向上・福祉の増進が
図れた。

重度身体障がい者等
福祉タクシー事業

福祉課 A
委託料　32,821円
扶助費　1,416,000円             使用券数             2,832
枚

障がい者の生活行動範囲の拡大及び
社会参加の促進等社会生活高度の利
便を図ることができた。

コミュニケーション支
援事業

福祉課 A
年間延べ利用者数2人
扶助費　7,800円

窓口での手続きや相談、社会活動への
参加等において意思疎通を図ることが
困難な障害者に、手話通訳の方法によ
り円滑な対応が可能となった。

移動支援事業 福祉課 A
実利用者数４３人
（身体32、知的6、精神1、児童4）
扶助費　4,388,144円

障がい者・児が居宅から外出するため
に必要な支援を行うことにより、地域で
自立した生活及び社会参加の促進を図
ることができた。

地域活動支援セン
ター機能強化事業

福祉課 A 事業費　11,208,382円

障がい者・児が、その有する能力及び
適正に応じた自立した日常生活又は社
会生活を営むことができるよう地域活
動支援センター事業を実施し、支援を
行った。

地域福祉ボランティア
育成事業

福祉課 A

嬉野市ボランティア連絡協議会（事務局：市社会福祉
協議会）事業費　58,969円

・ボランティアスクールの開催（ボランティア協力校参
加・協力）

ボランティア活動の振興を図り、ボラン
ティアについての理解を深め、高齢者
や障がい児・者への思いやりの心を身
につけることで、明るく住みよい福祉の
風土づくりに寄与することができた。

意思疎通を図ることに支障がある
障がい者などに手話通訳などの
方法により、意思疎通の円滑化を
図る。

時期担当課

　　　　　④障害を持つ人の生活安定と自立支援

具体的事業 事業の概要

重度心身障害にかかる医療費の
一部を助成することにより、障が
い者の生活の安定と福祉の向上
を図る。

重度障がい者等の移動手段の確
保と社会参加の促進を図るため、
タクシー料金の一部を助成するこ
とにより、福祉の向上を図る。

在宅の障がい者に対し、創作的
活動、生産活動、社会との交流の
促進などの事業行うことにより、
障がい者及びその家族の地域に
おける生活を支援し、在宅の障が
い者の自立及び社会参加の促進
を図る。

屋外で移動が困難な障がい者な
どについて、外出支援を行うこと
により、地域における自立生活及
び社会参加を促すことを目的とす
る。

女性の視点を生かした地域福祉
分野を充実させるための環境を
整える。

課題・問題点平成26年度実施状況 課題・問題点事業の効果
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

家族介護交流事業 福祉課 A
延参加者　　　　　　　　40人
事業費　　　　　　　103,389円

介護者のリフレシュと交流を深めること
ができた。

在宅高齢者介護手当
支給事業

福祉課 A
実支給者　　　　　　　　　64人
事業費　　　　　　　2,670,000円

在宅介護の支援と高齢者福祉の増進
が図れた。

在宅高齢者紙オムツ
支給事業

福祉課 A
実支給者　　              １９９人
事業費　        　　3,196,363円

常時失禁状態の高齢者に対して、紙オ
ムツを支給し、本人及びその家族の在
宅生活の支援を図ることができた。

現在、紙おむつの支給方法が現物支
給のみとなっており、毎月の紙おむつ
の受け取りが、家族の負担になってい
る。

具体的事業

　　　　　⑤在宅介護への支援

事業の概要 時期 平成26年度実施状況

自宅で介護をしている家族間の
交流を実施し、固定的役割分担
意識を払拭し、介護者の負担軽
減と介護情報の交換を行う。

担当課

要介護３以上の認定を受けてい
る要介護者を６ヶ月以上継続して
自宅で介護している方に対して、
介護手当を支給し、在宅介護の
支援と、高齢者福祉の増進を図
る。

常時紙オムツが必要な高齢者に
対して、紙オムツの支給を行い、
本人及びその家族の在宅生活を
支援する。

事業の効果 課題・問題点
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

育児支援家庭訪問事
業
養育支援訪問事業

健康づくり課 A
この事業は必要時実施するものであるため、今年度は
未実施。

この事業を必要とするケースが生じた
場合に十分対応できる人材の育成・確
保が課題である。

乳幼児医療費助成事
業
子育て支援医療費助
成事業

子育て支援課 A

0歳から就学前児童が平成２４年４月から県下統一して
現物給付となっている。また、平成26年9月診療分から
対象者を高校生等まで拡大している。
子どもの医療費助成額・・・45,074,999円
小学生の医療費助成額・・・22,338,699円
中学生の医療費助成額・・・　7,470,388円
高校生等医療費助成額・・・  1,106,467円

平成26年9月診療分から市単独による
助成対象を高校生等まで拡大している
が、制度の周知が図られたことにより
徐々に申請件数が増え助成額も伸び
た。また、全体的にも助成額が増え、子
育て世代の経済的負担が軽減された。

年々助成額が増えていることから、財
政上の課題として自己負担額の見直し
が挙げられる。

児童手当 子育て支援課 A
【継続して実施】
支給総額(扶助費)・・・458,980,000円
支給延べ人数・・・40,758人

児童を養育している方に支給すること
により、家庭における生活の安定に寄
与するとともに児童の健全な育成に資
することができた。

特に無し

地域子育て支援セン
ター事業

子育て支援課 A

①あそびのひろば事業　3,521組　　　　　　②相談事業
8件　　　　　　　　　　　　　　　　　③栄養相談健康相談・
講習会　62回　　　　交流と情報発信事業を重点的に取
り組んで子どもと親の健やかな成長を支援し促進して
きた。

子育て支援センターや楠風館のひろば
には、一日平均15組の親子が来所され
て、保護者とスタッフが子育ての悩みは
もとより、いろいろな話をしながらコミュ
ニケーションを図り育児不安や孤立化
を緩和している。また、保護者同士の触
れ合いの場を作ることで親睦が深まり、
保護者のつながりが広がってきている。

嬉野市行政無線を活用したり、在宅支
援・10ヶ月児訪問、子育て支援センター
通信などで子育て支援センター事業の
広報を行っている。

母子ひとり親家庭へ
の自立支援事業

子育て支援課 A

【継続して実施】
母子寡婦福祉資金申請受付、県への進達
児童扶養手当・・・扶助費126,502,290円
母子・父子自立支援員による相談業務
ひとり親家庭等医療費助成事業・・・扶助費
14,659,516円

児童扶養手当では、母子・父子家庭と
もに全部支給が減少し、一部支給が増
加していることから労働者が増加してい
ると言える。医療費助成では、父子家
庭の父の申請が伸びており、父子家庭
にも制度の周知が広がってきた。

特に無し

具体的事業

児童を養育している家庭の手当
てを支給することにより、家庭に
おける生活の安定を図り、児童の
健全な育成に寄与する。

担当課

育児不安の解消及び児童虐待の
防止を目的として、育児ヘルパー
及び看護師などを自宅へ派遣し、
家事援助や育児相談などの支援
を行う。

子育て世代の経済的負担の軽減
を図るため、子ども並びに小学生
及び中学生、中学生及び高校生
等の医療費の自己負担額を助成
する。

４．子育てに関する社会的支援体制の充実

　　　　　①子育てに関する社会的支援の充実

具体的事業 事業の概要 時期

事業の概要 担当課

　　　　　②ひとり親家庭への支援体制の充実

子育て家庭の育児不安について
の相談や育児サークルなどの育
児支援を実施する。

時期

ひとり親家庭が抱える様々な問
題を解消し、経済的自立も含めて
生活の安定を図り自立を促進す
る。
・母子寡婦福祉資金貸付事業
・児童扶養手当
・母子・父子自立支援員による相
談事業
・ひとり親家庭等医療費助成事業

平成26年度実施状況平成26年度実施状況

事業の効果

事業の効果 課題・問題点課題・問題点

平成26年度実施状況 課題・問題点
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

男女共同参画推進本
部体制の強化

市民協働推
進課

Ａ

第2次男女共同参画行動計画策定後、開催はしていな
い。
推進本部設置要綱で「本部員は教育長及び各部長を
もって充てる」と定めており、女性の本部員は配置でき
ていない。

行動計画の見直しの時期などに推進本
部会を開催しているが、本部員が男性
のみであることは男女共同参画を推進
する組織として問題であり、要綱の見直
しが必要と思われる。

嬉野市男女共同参画
推進条例の制定

市民協働推
進課

C
嬉野市男女共同参画を推進する条例、嬉野市男女共
同参画審議会規則を制定、Ｈ26．4．１より施行。

市民の男女共同参画意識の浸透に向
けてさらなる啓発活動が必要である。

市民協働推
進課

Ａ
佐賀県DV総合対策センターの出張研修制度を利用
し、市職員を対象としたDV被害者支援の研修を行っ
た。

受講者24人

総務課 Ａ 総務課主催では実施していない。

市職員に向けた啓発
チラシの配布

市民協働推
進課

Ａ

アバンセなどから送付される男女共同参画に関するポ
スターの掲示やチラシの配置を行った。
また、県男女参画県民協働課から毎月配信される職員
啓発文を庁内職員ネットに掲示している。

市職員の意識調査の
実施

市民協働推
進課

Ａ
行動計画の見直しの時期に実施を予定しているため26
年度は行なっていない。

28年度実施予定
市職員の男女共同参画に関する
認識を深め、意識の実態の把握
に努める。

【Ⅳ．市民と行政の協働による推進体制づくり】

男女共同参画に対する市職員の
意識を高めるために、男女共同
参画週間に因み、職場内ポス
ターの掲示や啓発チラシを配布
する。

具体的事業

具体的事業 事業の概要

市の男女共同参画に関する基本
姿勢を示すために、独自の特性
を生かした男女共同参画推進条
例を制定する。

平成26年度実施状況事業の概要

　　　　　②市職員の意識の高揚

・男女共同参画社会の形成に関
する施策の総合的かつ効果的な
推進を図る。
・庁内における男女共同参画意
識を高揚し、市の施策を効果的に
推進するためにも女性の本部員
を配置する。

時期

　　１．行政における総合的な推進体制の整備・強化

　　　　　①庁内推進体制の充実

時期

平成26年度実施状況 事業の効果

事業の効果

課題・問題点

課題・問題点

担当課

担当課

市職員研修の実施

・男女共同参画の視点を持って各
施策が実行されるよう、職員の男
女共同参画研修を実施する。
・DVやセクハラ研修等を通して職
員の男女平等意識の啓発に努め
る。
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

男女共同参画に関す
る市民意識調査の実
施

市民協働推
進課

Ａ
男女共同参画行動計画の見直しの前年度に実施して
いるため平成26年度は未実施（平成23年度実施済み）

平成23年度実施結果については行動
計画に反映できている。
次回平成28年度実施予定。

男女共同参画推進協
議会の運用

市民協働推
進課

Ａ

平成26年度より施行の嬉野市男女共同参画を推進す
る条例にもとづき協議会に代わる組織として嬉野市男
女共同参画審議会を設置し、この中で嬉野市男女共
同参画行動計画の点検･検証を行った。

審議会を3回開催。

市民団体との連携・活
動支援

市民協働推
進課

Ａ
地域コミュニティに対し、公民館事業やアバンセの出前
講座を利用した男女共同参画の講座を紹介した。

大草野地区地域コミュニティにおいて、
アバンセの出前講座を利用して講演会
を実施した。

男女共同参画連絡会
議の活用

市民協働推
進課

B 未実施

　　　　　①市民参画による計画の推進

市民の意識調査によって情報を
収集し、その結果を他市との比較
を交えて市民に情報を発信する。

地域での男女共同参画社会の推
進のため、リーダーとなる人材の
育成に努めるとともに、市民団体
の男女共同参画社会実現に向け
た活動を支援する。

具体的事業

男女共同参画行動計画を実効性
のあるものにするため、その進捗
状況を定期的に点検、評価し、男
女共同参画を総合的に推進する
市民の協議会を開催する。

具体的事業 事業の概要

市内の各種団体との連携を強化
し、男女共同参画行動計画の浸
透を図っていく。

課題・問題点事業の概要 担当課 時期

時期

　　　　　③情報の収集と発信

担当課 課題・問題点課題・問題点事業の効果平成26年度実施状況

平成26年度実施状況 事業の効果

　　２．市民・企業・諸団体との連携による推進の取り組み
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

企業の事業主に対す
る啓発

うれしの温泉
観光課

C
商工会へ事業主に対しての男女共同参画等のチラシ
等を配布を行い啓発を図った。

事業主の男女共同参画に対する認識
が深まった。

商工会会員以外の事業所等について、
啓発活動が十分ではないと考えられ
る。

企業への男女共同参
画への啓発

うれしの温泉
観光課

C 未実施。

企業への男女共同参
画への啓発

市民協働推
進課

C 未実施
企業への啓発方法の要望等も聞きな
がら、今後啓発のための活動を行う必
要がある。

女性・子ども家庭支援
センターの運用

市民協働推
進課

Ａ

女性の総合相談の窓口を嬉野市男女共同参画をすす
める市民の会に委託し開設している。相談件数は次の
とおり
H23-122件/H24-150件/H25-147件/H26-160件
女性・子ども・家庭支援センター研修会
・講演会「シングルマザーと子育て」
  講師 大戸はるみさん

面接相談 67件、電話相談 79件、ケー
スワーク等 14件

相談総件数 160件、うちDV 88件

DV相談を含め、夫婦や家庭内の
心配ごと、育児不安などを抱える
女性が気軽に訪れ相談できる場
として、女性・子ども・家庭支援セ
ンターの運用の充実を図る。

男女共同参画週間に因み市内の
企業に対して啓発のための企業
訪問を行う。

商工会と連携をし、企業の事業主
を対象にした男女共同参画等の
チラシ等を配布し、啓発を図る。

　　３．男女共同参画に関する総合支援施設の展望

事業の概要

男女共同参画週間に因み市内の
企業に対して啓発のための企業
訪問を行う。

　　　　　①男女共同参画に関する総合支援施設の展
望

具体的事業

　　　　　②企業への啓発と推進

事業の概要

具体的事業 担当課

事業の効果担当課 時期 平成26年度実施状況

事業の効果平成26年度実施状況

課題・問題点

課題・問題点時期
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

①暴力を許さない環境づくりに関する啓発と情報提供

市民協働推
進課

Ａ
女性子ども家庭支援センターによるポスターの作成100
枚

学校教育課 Ａ

・各中学校において「中学校性教育外部講師招へい事
業」に取り組み、デートＤＶ等についての指導や啓発を
行っている。
・嬉野市副読本「生きる力」の教科書の中に性教育に
関する内容を取り上げ、中学２年生で学習している。

・男女がお互いの性を尊重し、共に支え
合うことの大切さ等に関する理解が図
られた。

・家庭環境が大きく影響を及ぼす課題
であり、保護者への啓発等が課題であ
る。

市民協働推
進課

C 未実施

学校教育課 Ａ
・嬉野市副読本「生きる力」の教科書の中に性教育に
関する内容を取り上げ、中学２・３年生で学習している。

・男女がお互いの性を尊重し、共に支え
合うことの大切さ等に関する理解が図
られた。

・家庭環境が大きく影響を及ぼす課題
であり、保護者への啓発等が課題であ
る。
・出会い系サイト等の有害環境の整備
などが課題である。

福祉課 Ａ

地域包括支援センターを設置し、主に社会福祉士、主
任ケアマネ、保健師が担当となり、地域の福祉施設や
病院関係者と連携し、虐待の防止及び早期発見への
対応を行っている。市内の事業所を対象とした地域ケ
ア会議を開催し、虐待防止及び対応に関する研修を実
施した。

地域で高齢者と関わる機会の多い事業
所職員等が、意識的に職務に当たって
いただいた事により、将来的に虐待が
発生する恐れのある高齢者世帯の通
報や、必要な初期対応が行えた。

虐待の捉え方について、身体的暴力の
みが一般的に虐待と捉えられている事
例が多く、介護放棄（ネグレクト）や金銭
搾取、言葉の暴力、個人の尊厳の無視
なども虐待であることの認識が低い。

子育て支援
課

Ａ
母子・児童Ｇ(子どもに対する対策)
家庭相談員による訪問、実務者会議・個別ケース会議
等を開催し、早期発見、早期対応に努めた。

家庭相談員による相談への対応、訪問
調査及び毎月開催の実務者会議等に
より関係機関と連携し、互いに情報を
共有しながら子どもに対する虐待防止
に取り組んだ。

身体的虐待以外の虐待(性的虐待、ネ
グレクト等)については、発見するのが
難しく対応が遅れることが懸念される。

若い世代に対するDV防止の啓発

平成26年度実施状況平成26年度実施状況 事業の効果 課題・問題点

　　１．DVのない社会の実現をめざして

【Ⅴ．嬉野市DV被害者支援基本計画】

　　１．DVのない社会の実現をめざして

具体的事業具体的事業

市民へのDV防止に関する広報・啓発活動の推進と情報提
供

時期担当課

配偶者やパートナーに対する暴力の防止及び人権教育や
男女平等教育・性教育の充実をはかる。

子どもと高齢者に対する虐待防止対策の推進
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

②DV被害者が安心して相談できる体制の整備

市民協働推
進課

Ａ

市報の暮らしのカレンダーに女性総合相談について毎
月掲載した。

相談員研修
・ファザーリング全国フォーラムinみえ（三重県四日市
市）
・性暴力被害における現状と支援の在り方（久留米市）
・ひとり親サポーター養成講座（福岡市）　など

相談員育成事業
女性子ども家庭支援センターの長期運営のため新規
相談員の育成を行った。（緊急雇用創出基金事業）

・相談員研修を実施することにより相談
員の知識や資質を高めることができ
た。

・相談員育成により市内の女性1名を雇
用し、外部研修、内部研修を集中的に
実施することで女性総合相談員として
の経験を積ませることができた。

市民協働推
進課

B
県が主催する市町連携会議に参加し、各市町の担当
者、県担当者、警察、婦人相談所との交流が出来た。

市民協働推
進課

Ａ
電話相談・面接相談で年間を通して継続したケアを
行っている。またＤＶ被害女性と子どもの心のサポート
事業として回復ケアプログラムを実施している

・DV相談年間件数 88件
・DV被害女性と子どもの心のサポート
事業 6月～12月計7回実施　累計参加
者人数女性25人、子ども25人

市民協働推
進課

Ａ

・某ケースに対応するため総務課安心安全グループ、
福祉課、健康福祉課、市民協働推進課、女性・子ども・
家庭支援センターの担当者総勢12名で対策会議を
行った。
・住基ロック（住民基本台帳の閲覧制限、住民票等請
求制限）の手続きのため市民課と連携を図った。

・某ケースの対策会議については、特
異なケースであったが各部署からの情
報を共有することにより適切な判断をす
ることができた。

・今後も各部署と連携した対応を行う必
要がある。

総合相談窓口の周知と相談員の研修

関係機関及び民間団体との連携

DV被害者・被害者家族の精神的ケアの充実

庁内におけるDV被害者支援のための関係部署との連携・
協力体制づくり

事業の効果 課題・問題点担当課 時期具体的事業 平成26年度実施状況
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　　　　※　時期　・（A）現在実施している事業の継続　・（B）現在実施しているが次年度から内容を充実する事業　・（C）平成29年度までに実施する事業　・（D）将来的に実現を目指す事業

嬉 野 市 男 女 共 同 参 画 行 動 計 画  　　平 成 26 年 度 取 組 状 況 一 覧 表

③DV被害者の保護及び安全体制づくり

子育て支援課 Ａ
教育ネグレクトのケースで、行方不明届が出て警察を
通じて児童相談所にて一時保護した児童が１名あり。

母親が、生活態度を改め子を通学させ
ることになり、一時保護を解除。市外へ
の転出によりケース移管となる。

子どもの安全を最優先すべきであり、
迅速かつ適切な対応が求められる。

市民協働推
進課

Ａ
老人ホーム、ケースによっては医療機関での保護を
行った。

保護中に新しい住居が見つかり転居す
ることができた。

一時保護が必要なケースであっても、
職場を休みたくないと言われる場合、受
け入れ施設を見つけるのが困難であ
る。

市民課 Ａ
３２件　（他市町からの通知含む）

うち、嬉野市での受付　１４件

住民基本台帳事務における支援措置
により、申請者の現住所を特定できな
いようになる。

住基システムへの交付制限の入力に
ついては、迅速かつ正確な事務処理が
求められる。
また、他部局との情報連携、チェック体
制の強化が必要。

市民協働推
進課

B
警察との連携は、市役所総務課安全安心担当者を介
して行った。

④自立支援の体制づくり

市民協働推
進課

Ａ
全国シェルターネットエキスパ基金やソロプチミストＤＶ
基金を利用して、被害者の生活の場が決まるまでの宿
泊費、交通費の支援を行った。

市民協働推
進課

C 未実施

市民協働推
進課

D 未実施

市民協働推
進課

Ａ
ＤＶ被害女性と子どもの心のサポート事業として回復ケ
アプログラムを実施している

DV被害女性と子どもの心のサポート事
業 6月～12月計7回実施
累計参加者人数女性25人、子ども25人

時期 事業の効果

DV被害者と子どもへの回復ケア

平成26年度実施状況

具体的事業

ＤＶ被害者と同伴の子どもの緊急・一時保護などの安全確
保

課題・問題点

DV被害者の生活支援

具体的事業

DV被害者の住宅支援

中間施設設置へ向けての取組

担当課

個人情報保護の徹底

加害者への対応体制と警察等との連携強化

時期 平成26年度実施状況 課題・問題点事業の効果担当課
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